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総
務
省
の
勧
告
を
受
け
て
の
外
務
省
在
外
公
館
の
見
直
し
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
五
月
七
日
、
総
務
省
は
、
外
務
省
の
在
外
公
館
等
に
つ
い
て
、
一
九
九
六
年
度
以
降
に
設
置
さ
れ
た
四
十
一
ヶ
所
を
調

査
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
行
政
評
価
・
監
視
結
果
（
以
下
、
「
評
価
結
果
」
と
い
う
。
）
を
発
表
し
た
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問

す
る
。

一

「
評
価
結
果
」
に
よ
る
と
、
一
九
九
六
年
度
か
ら
二
〇
〇
五
年
度
に
新
設
さ
れ
た
十
三
の
在
外
公
館
の
う
ち
、
パ
ス
ポ
ー

ト
発
行
件
数
で
最
大
三
百
倍
の
差
が
あ
る
、
韓
国
の
在
済
州
総
領
事
館
に
お
け
る
ビ
ザ
発
給
件
数
が
、
二
〇
〇
三
年
の
ピ
ー

ク
時
の
一
万
三
千
百
十
九
件
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
は
二
百
四
十
四
件
と
、
約
九
十
八
％
も
激
減
し
て
い
る
、
ロ
シ
ア
の
在
ユ

ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
総
領
事
館
で
は
二
〇
〇
八
年
度
の
在
留
邦
人
数
が
百
七
十
三
人
と
二
年
前
か
ら
半
減
し
、
日
本
企
業
数

も
激
減
し
て
い
る
、
更
に
、
右
二
つ
の
総
領
事
館
に
加
え
、
在
ア
ン
ゴ
ラ
大
使
館
、
在
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
大
使
館
、
中
国
の
在

重
慶
総
領
事
館
で
は
、
三
年
か
ら
五
年
連
続
し
て
二
名
以
上
の
欠
員
が
生
じ
て
い
る
等
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
と
承
知
す

る
。
右
に
対
す
る
岡
田
克
也
外
務
大
臣
の
見
解
如
何
。

二

外
務
省
の
在
外
公
館
に
つ
い
て
は
、
各
公
館
に
正
規
の
公
館
員
以
外
に
、
社
団
法
人
国
際
交
流
サ
ー
ビ
ス
協
会
が
実
施
し

て
い
る
在
外
公
館
派
遣
員
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
等
、
必
ず
し
も
必
要
と
は
言
え
な
い
、
種
々
改
善
す
べ
き
点
が
多
々
あ
る
と

一



考
え
る
。
岡
田
大
臣
と
し
て
、
一
で
挙
げ
た
「
評
価
結
果
」
で
の
指
摘
を
受
け
、
現
在
ど
の
様
な
対
応
を
取
っ
て
い
る
の
か

説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


